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西ノ洲・甘田入地区浚渫土処理における 

建設発生土の活用について 
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1霞ヶ浦河川事務所 工務課 （〒311-2424 茨城県潮来市潮来3510） 

 

霞ヶ浦河川事務所では,水質改善目的で底泥浚渫を実施しており,浚渫土処理として地元の同

意を得て,西ノ洲・甘田入地区に茨城県が実施する圃場整備事業等との役割分担の下,浚渫土埋

立地として農地嵩上げ（乾田化）に有効活用している.浚渫工事が平成24年に終了し,農地返還

に向けて工事実施しているが,コスト縮減の工夫として,盛土材の確保について建設発生土の活

用を調整している. 

本論文では，盛土材の確保のための建設発生土活用にあたっての課題や対応について報告す

るものである. 
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1.  はじめに 

 霞ヶ浦では、底泥から窒素やリンの溶出を削減し、水

質改善を図るため、昭和50年から平成24年度までに総浚

渫量800万㎥の底泥浚渫を実施している。（図‐１） 

浚渫土の処分には、多額の費用を要するため、効率的 

な浚渫土の受入先を検討していた。 

このうち西の洲・甘田入地区（図―１）では、当時、 

戦前から実施している国営干拓事業によって水田化され

た農地の生産性向上のため、大量の浚渫土の受入要望が

あったことから、地元の同意を得て、茨城県が実施する

圃場整備事業等との役割分担の下、浚渫土埋立地として

農地嵩上げ（乾田化）に有効活用することとした。 

図-1底泥浚渫及び西の洲・甘田入地区位置 

 

平成24年度までに底泥浚渫が完了し、農地返還地

として工事を実施していたが、一部で地盤沈下が収束

せず、想定を上回る事態が発生したことから、研究機

関に確認しながら原因を究明したところ、「二次圧密

」と呼ばれる現象が発生していることが判明し、対策

工等により、事業費が増大した。今後の社会要因の変

化等を考慮すると事業完了に向けてコスト縮減の必要

が生じており、その中で約100万㎥の盛土材確保にお

ける建設発生土の積極的な活用を調整・実施すること

とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-２建設発生土活用イメージ 

 

底泥浚渫範囲（高浜沖・高崎沖） 

底泥浚渫範囲（土浦沖） 



 

2 

 

2.  建設発生土の確保目標・確保方策 

 霞ヶ浦浚渫事業は、令和6年度に事業再評価を実施し

ており、その中でコスト縮減として、建設発生土受け入

れによる事業費縮減を全体必要量の約3割である約２７

万㎥の建設発生土活用を見込んでいる。そのため、当面

の目標を全体必要土量の約3割以上確保することを目標

とした。 

目標土量は、事業地近傍の公共事業だけでは確保が難

しいことが想定されるため、民間開発事業での調整も視

野に入れ、建設発生土の官民有効利用マッチングシステ

ムである「建設発生土情報交換システム（コブリスプラ

ス）」を活用することとした。 

上記システムを活用を行って目標土量確保するべく調

整を実施しているが、土量確保が難しく課題も多い。 

本論文では、建設発生土確保に向けた課題と対応等

について報告する。 

図-３建設発生土情報交換システム 

（コブリスプラス） イメージ 

※一般社団法人日本建設情報総合センターHPより抜粋 

 

３.  建設発生土の確保への課題と対応（地理的要因） 

（１）課題 

当該事業地の稲敷市は、茨城県の南端に位置し、事業

地から県内の20㎞～40㎞範囲の大部分の土地利用は農業

地域・森林地域であり、開発行為が可能である市街化区

域がほとんどない。そのため、そもそも開発行為の調整

先が限定的である。 

また、県内の大規模な公共事業（道路事業等）も高架

工事や盛土工事が多く、土収支的に建設発生土の可能性

が少なく地理的要因として確保が難しいという課題があ

る。 

 

（２）対応 

当該事業地周辺の茨城県内の開発が限定的であるが、

利根川右岸側の千葉県側を見ると、成田空港滑走路拡張

に伴う周辺の開発や印西市周辺のデータセンターを契機

とした開発等、建設発生土確保の可能性が高い。（図‐

４） 

上記踏まえ、効率的かつ効果的に建設発生土の確保す

るため、ターゲット地域を千葉県側に絞り込み、情報収

集や調整を行った。その結果、運搬コストはかかるもの

の処分地での処分費より安価なため、民間から建設発生

土の受入依頼等の成果が出てきている。 

図-４ 事業用地周辺の土地利用及び主な開発行為 

 

また、圏央道や東関東自動車道からのアクセス性も考

慮し、開発行為が多い東京・神奈川・埼玉県内の発生土

調整をしているUCR（株式会社建設資源広域利用センタ

ー）に登録し、建設発生土受入地の情報を拡散した。

（図‐５）その結果、元耕作地等を調節池に河川改修を

計画している埼玉県から建設発生土受入依頼等の成果が

出てきている。 

埼玉県については、今後も事業が継続されるため、安

定的な連携ができるようスキームが必要と考える。 

 

図-５ UCR建設発生土受入地一覧 

※株式会社建設資源広域利用センターHPより抜粋、一部加筆 
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４.  建設発生土の確保への課題と対応（認知度向上） 

（１）課題 

前述の課題にも一部重複するが、建設発生土情報交換

システム（コブリスプラス）に民間開発行為の登録が少

なく、民間開発事業者のシステムへの認知度が不足して

いる課題がある。告知活動を精力的に実施しているが、

目標土量確保のためには、発生側からの相談を増やす取

組が必要である。 

（２）対応 

前述のUCR（株式会社建設資源広域利用センター）へ

の登録自体が民間開発事業者への認知度向上にも寄与し

ているが、更なる認知度向上のため、民間開発業者に目

に留まる場所や開発行為の手続き段階等で調整する部署

等で周知ができるよう建設発生土募集のチラシ（図‐６）

を作成し、大規模開発時に届出が必要な土壌対策法の届

出先や工業団地の関連部署等に設置した。 

図-６ 建設発生土募集チラシ 

 

また、チラシと同様の内容を霞ヶ浦河川事務所HPに掲

載するとともに、HPへアクセスしてもらうための工夫と

して、職員名刺の裏にチラシの概要やHPへのQRコードを

印刷し、事業関係課以外や幹部等の挨拶時にも告知でき

るよう工夫した。（図‐７） 

その結果、HP等による個別の問合せ等の成果が出てき

ている。 

 

      

 

図‐７名刺裏面活用例 

５.  建設発生土の確保への課題と対応（品質確保） 

（１）課題 

民間事業者を含めた建設発生土受入にあたっては、霞

ヶ浦河川事務所発注工事でないため、不測の事態や地元

対応等における明確なルールや体制が必要である。 

当該事業地での受入土の条件は、図‐8のように通常

の築堤土と大きく異なり、将来農耕地として活用するた

めに必要な土砂のため、粒径が小さく（最大で40ｍｍ以 

図-８ 西の洲甘田入地区建設発生土の受入基準 

 

裏面 

表面 
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下）汚染物質、ガラ等の混入について厳しくルールを遵

守する必要がある。 

また、調整段階での土質・粒径等との大きな相違があ

った場合の対応方針やそれらを日々監視する体制構築が

重要であり、場合によっては地元への信頼失墜により、

今後の事業調整に大きく影響を及ぼす可能性もある。 

（２）対応 

 監視体制については、通常の対応及び受入基準外発生

土発見時の対応に分け、出張所、事務所連携して図‐9

のような監視体制を構築し、受入現場側、搬入元側にも

周知徹底を行った。 

 また、現地確認において確認者のチェック体制の統一

を図るため、図‐10のような搬入確認表により監視を行

った。 

 

図-9 建設発生土の監視体制 

図-10 建設発生土の搬入確認表 

基準外発生土発見時の対応は、本来発生すること自体

が好ましくない状況だが、今年度受入土でも民間開発事

業からの発生土において、開発者の前の所有者が施工し

たコンクリートガラが想定外で発生し、土質も粘性分が

調整段階より多く含まれていたため、双方協議の上、受

入中止をおこなった事例もあった。 

ただし早期発見できたため、大量の不適切な建設発生

土搬入を止めることができたため、結果的に体制の有効

性が証明された。 

 

６.  まとめ 

本論文では、直近での建設発生土確保に向けた課題と

対応について記述したが、今後3年～5年単位での期間を

見据えた建設発生土の確保が必要であり、長期的かつ安

定的な確保方策については個別の事業・工事との調整だ

けでなく長期的なプロジェクトとの連携が必須であり、

受入側についても当該事業へのメリット・デメリットだ

けでなく河川改修事業も含めた関東地方整備局管内の各

種プロジェクト全体での効果等も視野に入れた大きな枠

組みでの連携相手との調整が必要と考える。 

西の洲甘田入地区の浚渫土処理については、今後も農

地返還に向けた沈下促進対策等の事業費が必要である。 

一方で建設業全体に言えることだが、労務費増大や資

材高騰により、事業コストが増加することも懸念される。    

今後も可能な限り建設発生土を有効活用し、事業費を

圧迫を回避しつつ事業を円滑に進めていけるよう努力し

ていく。 


